
福岡県感染症発生動向調査事業実施要綱 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

 

福岡県感染症発生動向調査事業実施要綱 

 

第１～第５ （略） 

 

第６ 事業の実施 

１ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１－３の７５、８６及び８７）、

新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症 

（１）調査単位及び実施方法 

  ア 診断又は検案した医師 

    一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１－３の７５、８６及び８

７）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第 12条第 1項及び第 14条第 2項に基づく届出の基準等について」（平成 18年 3月 8日

付健感発第 0308001 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「届出基準」という。）に基づき

診断した場合及び当該感染症により死亡した者（当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。）

の死体を検案した場合は、直ちに最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランス

システムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環境がない

場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えない。 

イ～キ （略） 

  

２ 全数把握対象の五類感染症（別表１－３の７５、８６及び８７を除く。） 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断又は検案した医師 

全数把握対象の五類感染症（別表１－３の７５、８６及び８７を除く。）を届出基準に基づき診断し

た場合及び当該感染症により死亡した者（当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。）の死体

を検案した場合は、診断後７日以内に最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイラ

ンスシステムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環境が

ない場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えない。 

イ～カ （略） 

 

３ 定点把握対象の五類感染症 

（１） （略） 

（２）定点の選定 

  ア 患者定点 

 定点把握対象の五類感染症の発生状況を地域的に把握するため、福岡県は次の点に留意し、県医

師会の協力を得て、医療機関の中から患者定点を選定する。また、定点の選定にあたっては、人口及

び医療機関の分布等を勘案して、できるだけ福岡県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮

する。 

 

福岡県感染症発生動向調査事業実施要綱 

 

第１～第５ （略） 

 

第６ 事業の実施 

１ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１－３の７５、８５及び８６）、

新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症 

（１）調査単位及び実施方法 

  ア 診断又は検案した医師 

    一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１－３の７５、８５及び８

６）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第 12条第 1項及び第 14条第 2項に基づく届出の基準等について」（平成 18年 3月 8日

付健感発第 0308001 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「届出基準」という。）に基づき

診断した場合及び当該感染症により死亡した者（当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。）

の死体を検案した場合は、直ちに最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランス

システムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環境がない

場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えない。 

イ～キ （略） 

   

２ 全数把握対象の五類感染症（別表１－３の７５、８５及び８６を除く。） 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断又は検案した医師 

  全数把握対象の五類感染症（別表１－３の７５、８５及び８６を除く。）を届出基準に基づき診断し

た場合及び当該感染症により死亡した者（当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。）の死体

を検案した場合は、診断後７日以内に最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイラ

ンスシステムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環境が

ない場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えない。 

イ～カ （略） 

 

３ 定点把握対象の五類感染症 

（１） （略） 

（２）定点の選定 

  ア 患者定点 

 定点把握対象の五類感染症の発生状況を地域的に把握するため、福岡県は次の点に留意し、県医

師会の協力を得て、医療機関の中から患者定点を選定する。また、定点の選定にあたっては、人口及

び医療機関の分布等を勘案して、できるだけ福岡県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮

する。 



福岡県感染症発生動向調査事業実施要綱 新旧対照表 

改正後 改正前 

①  小児科定点 

 対象感染症のうち、別表１－４の８９から９８までに掲げるものについては、小児科を標ぼう

する医療機関（主として小児科医療を提供しているもの）を小児科定点として指定する。この場

合において、小児科定点として指定された医療機関は、②の急性呼吸器感染症定点（別表１－４

の８９～９１、９７、９９～１０１に掲げるものの届出を行う医療機関をいう。以下、同じ。）と

して協力するよう努めること。 

② 急性呼吸器感染症定点 

   対象感染症のうち、別表１－４の８９～９１、９７、９９～１０１に掲げるものについては、前

記①で選定した小児科定点のうち急性呼吸器感染症定点として協力する小児科定点に加え、内科

を標ぼうする医療機関（主として内科医療を提供しているもの）を内科定点として指定し、両者を

合わせた急性呼吸器感染症定点及び後記⑤に定める基幹定点とする。 

   なお、基幹定点における届出基準は、急性呼吸器感染症定点と異なり、別表１－４の９９及び１

００に掲げるものの入院患者に限定する。 

③ 眼科定点 

 対象感染症のうち、別表１－４の１０２及び１０３に掲げるものについては、眼科を標ぼうす

る医療機関（主として眼科医療を提供しているもの）を眼科定点として指定する。 

   ④ 性感染症定点 

 対象感染症のうち、別表１－４の１０４から１０７までに掲げるものについては、産婦人科、

産科若しくは婦人科（産婦人科系）、医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）第３条の２第１

項第１号ハ及びニ（２）の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、泌

尿器科又は皮膚科を標ぼうする医療機関（主として各々の標ぼう科の医療を提供しているもの）

を性感染症定点として指定する。 

  ⑤ 基幹定点 

 対象感染症のうち、別表１－４の９２のうち病原体がロタウイルスであるもの及び１０８から

１１３までに掲げるものについては、患者を３００人以上収容する施設を有する病院であって、

内科及び外科を標榜する病院（小児科医療と内科医療を提供しているもの）を二次医療圏毎に１

か所以上、基幹定点として指定する。 

   イ 病原体定点 

病原体の分離等の検査情報を収集するため、福岡県は次の点に留意し、県医師会等の協力を得て

病原体定点を選定する。また、定点の選定にあたっては、人口及び医療機関の分布等を勘案して、で

きるだけ福岡県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮する。 

  ① （略） 

  ② アの①により選定された患者定点の概ね１０％を小児科病原体定点として、別表１－４の８９か

ら９８までを対象感染症とする。 

  ③ アの②により選定された患者定点の概ね１０％を急性呼吸器感染症病原体定点として、別表１－

３の８５並びに別表１－４の８９～９１、９７、９９～１０１、１０８及び１１１に掲げるものを

対象感染症とする。なお、急性呼吸器感染症病原体定点の選定にあたっては、小児科定点から１

０％以上及び内科定点から１０％以上を、それぞれ３定点と２定点を下回らないよう選定するこ

ととし、感染症法第１４条の２第１項に規定する指定提出機関として指定する。 

① 小児科定点 

 対象感染症のうち、別表１－４の８８から９７までに掲げるものについては、小児科を標ぼう

する医療機関（主として小児科医療を提供しているもの）を小児科定点として指定する。この場

合において、小児科定点として指定された医療機関は、②の急性呼吸器感染症定点（別表１－４

の８８～９０、９６、９８～１００に掲げるものの届出を行う医療機関をいう。以下、同じ。）と

して協力するよう努めること。 

② 急性呼吸器感染症定点 

対象感染症のうち、別表１－４の８８～９０、９６、９８～１００に掲げるものについては、前

記①で選定した小児科定点のうち急性呼吸器感染症定点として協力する小児科定点に加え、内科

を標ぼうする医療機関（主として内科医療を提供しているもの）を内科定点として指定し、両者

を合わせた急性呼吸器感染症定点及び後記⑤に定める基幹定点とする。 

   なお、基幹定点における届出基準は、急性呼吸器感染症定点と異なり、別表１－４の９８及び９

９に掲げるものの入院患者に限定する。 

③ 眼科定点 

 対象感染症のうち、別表１－４の１０１及び１０２に掲げるものについては、眼科を標ぼうす

る医療機関（主として眼科医療を提供しているもの）を眼科定点として指定する。 

   ④ 性感染症定点 

 対象感染症のうち、別表１－４の１０３から１０６までに掲げるものについては、産婦人科、

産科若しくは婦人科（産婦人科系）、医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）第３条の２第１

項第１号ハ及びニ（２）の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、泌

尿器科又は皮膚科を標ぼうする医療機関（主として各々の標ぼう科の医療を提供しているもの）

を性感染症定点として指定する。 

  ⑤ 基幹定点 

対象感染症のうち、別表１－４の９１のうち病原体がロタウイルスであるもの及び１０７から１

１３までに掲げるものについては、患者を３００人以上収容する施設を有する病院であって、内

科及び外科を標榜する病院（小児科医療と内科医療を提供しているもの）を二次医療圏毎に１か

所以上、基幹定点として指定する。  

   イ 病原体定点 

病原体の分離等の検査情報を収集するため、福岡県は次の点に留意し、県医師会等の協力を得て

病原体定点を選定する。また、定点の選定にあたっては、人口及び医療機関の分布等を勘案して、で

きるだけ福岡県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮する。 

  ① （略） 

  ② アの①により選定された患者定点の概ね１０％を小児科病原体定点として、別表１－４の８８か

ら９７までを対象感染症とする。 

  ③ アの②により選定された患者定点の概ね１０％を急性呼吸器感染症病原体定点として、別表１－

３の８４並びに別表１－４の８８～９０、９６、９８～１００、１０７及び１１０に掲げるものを

対象感染症とする。なお、急性呼吸器感染症病原体定点の選定にあたっては、小児科定点から１

０％以上及び内科定点から１０％以上を、それぞれ３定点と２定点を下回らないよう選定するこ

ととし、感染症法第１４条の２第１項に規定する指定提出機関として指定する。 



福岡県感染症発生動向調査事業実施要綱 新旧対照表 

改正後 改正前 

  ④ アの③により選定された患者定点の概ね１０％を眼科病原体定点として、別表１－４の１０２及

び１０３を対象感染症とする。 

  ⑤ アの⑤により選定された患者定点の全てを基幹病原体定点として、別表１－４の９１のうち病原

体がロタウイルスであるもの、１０９及び１１２を対象感染症とする。 

（３）調査単位等 

  ア 患者情報における調査単位の期間等は、別表１－４のとおりとする。 

なお、（２）アの②により選定された患者定点は、別表１－４の８９～９１、９７、９９～１０１

に掲げるものについては、届出基準に一致する者として当該患者の総数を「急性呼吸器感染症」とし

て届出を行うほか、別表１－４の９９～１００に掲げるものについては、疾病毎の患者数を届出るこ

ととする。 

  イ 病原体情報のうち、（２）のイの③により選定された病原体定点に関する内容については、１週間

（月曜日から日曜日）を調査単位とする。その他の病原体定点に関するものについては、各月を調査

単位とする。 

    また、（２）のイの③により選定された病原体定点に関する内容のうち、別表１－４の１００に掲

げる疾病のゲノム解析については、各月を調査単位とする。 

 （４）実施方法 

   ア （略） 

   イ 病原体定点 

①～② （略） 

③ （２）のイの②により選定された病原体定点においては、別表１－４の８９から９８までの対象

感染症のうち、患者発生状況等を踏まえ県においてあらかじめ選定した複数の感染症について、

調査単位ごとに、概ね４症例からそれぞれ少なくとも１種類の検体を送付する 

④（２）のイの③により選定された病原体定点においては、（２）のアの②により選定された患者定

点にて探知された症例から採取し、調査単位ごとに、送付するものとする。検体の選定法について

は、原則、（２）のイの③により選定された病原体定点の営業日のうち週はじめから数えて第２営

業日に収集された、はじめの５検体を目標に提出するものとする。なお、別表１－４の１００に掲

げる疾病のゲノム解析で用いる検体は地方衛生研究所で選定するため、（２）のイの③により選定

された病原体定点で区別し送付する必要は無い。  

   ウ～エ （略） 

   オ 保健環境研究所 

   ①～③ （略） 

④ 別表１－４の１００に掲げる疾病については、（４）のイの④で提出された検体を用いて、保健

環境研究所において、調査単位ごとに 20 件程度を目安に全ゲノム解析を実施する。その結果は、

速やかに国立健康危機管理研究機構の PathoGenS（Pathogen Genomic data collection System)及

び GISAID（Global Initiative on Sharing All Influenza Data）にゲノム情報と検体採取日等

のメタデータを登録する。 

⑤ （略）  

カ～キ （略） 

 

  ④ アの③により選定された患者定点の概ね１０％を眼科病原体定点として、別表１－４の１０１及

び１０２を対象感染症とする。 

  ⑤ アの⑤により選定された患者定点の全てを基幹病原体定点として、別表１－４の９１のうち病原

体がロタウイルスであるもの、１０８及び１１１を対象感染症とする。 

（３）調査単位等 

  ア 調査単位の期間等は、別表１－４のとおりとする。 

なお、（２）アの②により選定された患者定点は、別表１－４の８８～９０、９６、９８～１００

に掲げるものについては、届出基準に一致する者として当該患者の総数を「急性呼吸器感染症」とし

て届出を行うほか、別表１－４の９８～９９に掲げるものについては、疾病毎の患者数を届出ること

とする。 

  イ 病原体情報のうち、（２）のイの③により選定された病原体定点に関する内容については、１週間

（月曜日から日曜日）を調査単位とする。その他の病原体定点に関するものについては、各月を調査

単位とする。 

    また、（２）のイの③により選定された病原体定点に関する内容のうち、別表１－４の９９に掲げ

る疾病のゲノム解析については、各月を調査単位とする。 

 （４）実施方法 

   ア （略） 

   イ 病原体定点 

①～② （略） 

③ （２）のイの②により選定された病原体定点においては、別表１－４の８８から９７までの対象

感染症のうち、患者発生状況等を踏まえ県においてあらかじめ選定した複数の感染症について、

調査単位ごとに、概ね４症例からそれぞれ少なくとも１種類の検体を送付する 

④（２）のイの③により選定された病原体定点においては、（２）のアの②により選定された患者定

点にて探知された症例から採取し、調査単位ごとに、送付するものとする。検体の選定法について

は、原則、（２）のイの③により選定された病原体定点の営業日のうち週はじめから数えて第２営

業日に収集された、はじめの５検体を目標に提出するものとする。なお、別表１－４の９９に掲げ

る疾病のゲノム解析で用いる検体は地方衛生研究所で選定するため、（２）のイの③により選定さ

れた病原体定点で区別し送付する必要は無い。 

   ウ～エ （略） 

  オ 保健環境研究所 

   ①～③ （略） 

④ 別表１－４の９９に掲げる疾病については、（４）のイの④で提出された検体を用いて、保健環

境研究所において、調査単位ごとに 20件程度を目安に全ゲノム解析を実施する。その結果は、速

やかに国立健康危機管理研究機構の PathoGenS（Pathogen Genomic data collection System)及

び GISAID（Global Initiative on Sharing All Influenza Data）にゲノム情報と検体採取日等

のメタデータを登録する。 

⑤ （略） 

    カ～キ （略） 
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４ （略） 

 

第７ （略） 

 

 附 則 

この実施要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（中略） 

附 則 

この実施要綱の一部改正は、令和８年４月６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

  

第７ （略） 

 

 附 則 

この実施要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（中略） 

 （附則の追加） 
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（別表）感染症法に基づく感染症の分類 

 

別表１－１～１－２ （略） 

 

別表１－３ 

 

 

 

 

 

（別表）感染症法に基づく感染症の分類 

 

別表１－１～１－２ （略） 

 

別表１－３ 
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別表１－４ 

 

 

 

 

別表１－４ 
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別表１－４（続き） 

 

 

 

別表１－４（続き） 
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感染症発生動向調査検査票 

 

別記様式１ 検査票（１枚目） 

 

感染症発生動向調査検査票 

 

別記様式１ 検査票（１枚目） 
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別記様式１ 検査票（２枚目） 

 

 

 

別記様式１ 検査票（２枚目） 
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別記様式１ 検査票（３枚目） 

 

 

別記様式１ 検査票（３枚目） 

 

 


